
 
 決議案第２号  

 

冬季五輪招致・スポーツ振興調査特別委員会設置の決議  

（委員会の設置）  

１ 本市議会に冬季五輪招致・スポーツ振興調査特別委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。  

（目 的）  

２ 委員会は、冬季スポーツをけん引する国際都市として、さらなる飛躍を図る

ため  、オリンピック・パラリンピック招致に向けた取組とともに、「スポーツ

元気都市さっぽろ」の実現に向け、スポーツ振興に関する本市施策等について

必要な事項を調査することを目的とする。  

（委員会の構成）  

３ 委員会は、２２人をもって構成する。  

（調査期間と閉会中の調査）  

４ 委員会は、議会で調査終了を議決するまで継続し、閉会中も調査をするこ

とができる。  

（経 費）  

５ 委員会の調査に要する経費は、議長の承認を得て支出する。  

 

上記につき決議する。  

平成２７年（２０１５年）６月３０日  

札 幌 市 議 会  

（提出者）全議員  


